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次のとおり、利用許可事項取消及び利用料還付を申請します。

円

□利用者の責めに帰することができないとき(全額還付)

□利用日の10月前までに申請したとき(80%に相当する還付)

□利用日の４月前までに申請したとき(50％に相当する還付)

□利用日の４月前を経過したとき(還付なし)

支店・支所

普通・当座

※はつかいち美術ギャラリー利用許可書・領収書を添えて提出してください。

課員 担当者

はつかいち美術ギャラリー利用許可事項取消及び利用料還付申請書

令和　　　年　　　月　　　日

利 用 許 可 日 令和　　　年　　　月　　　日

行 事 名

利 用 施 設 利 用 期 間

第 展 示 室
令和 年 月 日 ( ) 時 分から

令和 年 月 日 ( ) 時 分まで

支 店 名

預 金 種 目

口 座 番 号

利 用 期 間

第 展 示 室
令和 年 月 日 ( ) 時 分から

令和 年 月 日 ( ) 時 分まで

既 納 利 用 料

利 用 料
還 付 申 請 額

円

金 融 機 関 名 銀行・信用金庫・信用組合・農協

□ 現金受取

変更後の内容

（ある場合のみ）

許可を受けた
内　　　　容

（取消す内容）

還付を受ける
方 法

□ 口座振込

利 用 施 設

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

取 消 す 理 由


